
【クリーンディーゼル乗用車】

メルセデス・ベンツ CLS220 BlueTEC LDA-XXXXX

CLS220 BlueTEC SB LDA-XXXXX

E220 BlueTEC LDA-XXXXX

E220 BlueTEC ステーションワゴン LDA-XXXXX

【車両総重量3.5ｔ超のディーゼル　バス・トラック（ハイブリッド車を含む）】

平成21年排出ガス規制ＮＯｘ・ＰＭ10％以上低減適合　かつ　平成27年度燃費基準+10％以上達成（平成27年度燃費基準＋15％以上達成を含む）

ＵＤトラックス

（旧　日産ディーゼル）

日野自動車 デュトロ TSG-XXXXX 0
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車のみ

45万円控除

※　車両型式欄の「XXXXX」は、各メーカーの届出型式を示します。

※　既に登録されている車両であって、上記車両型式にないエコカー減税対象自動車もございます。その場合の確認については、各メーカーにお問い合わせください。

平成21年排出ガス規制ＮＯｘ・ＰＭ10％以上低減適合　かつ　平成27年度燃費基準+5％以上達成

または

平成21年排出ガス規制適合　かつ　平成27年度燃費基準+10％以上達成

ＵＤトラックス カゼット TPG-XXXXX

（旧　日産ディーゼル）

平成21年排出ガス規制ＮＯｘ・ＰＭ10％以上低減適合　かつ　平成27年度燃費基準達成

または

平成21年排出ガス規制適合　かつ　平成27年度燃費基準+5％以上達成

ＵＤトラックス カゼット TKG-XXXXX

（旧　日産ディーゼル）

0 45万円控除

＊重量税について、新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

メーカー名 通称名 車両型式

重量税の特例措置 取得税の特例措置

重量税
（新車）

減免率等

重量税額（円） 取得税

新車新規検査 初回継続検査等
(新車）

減免率等
(中古車）
控除額

本則税率

本則税率

カゼット TQG-XXXXX 0

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車のみ
15万円控除

メーカー名 通称名 車両型式

重量税の特例措置 取得税の特例措置

重量税
（新車）

減免率等

重量税額（円） 取得税

新車新規検査 初回継続検査等
(新車）

減免率等
(中古車）
控除額

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車のみ
25万円控除

メーカー名 通称名 車両型式

重量税の特例措置 取得税の特例措置

重量税
（新車）

減免率等

重量税額（円） 取得税

新車新規検査 初回継続検査等
(新車）

減免率等
(中古車）
控除額

＊重量税について、新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税が免除となったものは、2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。また、新車新規登録等
　 時の重量税が本則税率から軽減（75％、50％（１回限り））した税額となったものは、初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
　 なお、重量税額は、別添の重量税の税額表をご参照ください。

取得税の特例措置

メーカー名 通称名 車両型式

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車のみ
35万円控除

重量税の特例措置

重量税
（新車）

減免率等

重量税額（円） 取得税

新車新規検査 初回継続検査等
(新車）

減免率等
(中古車）
控除額



車種：普通／小型乗用車 【富士重工】

レヴォーグ 17723 DBA-VM4 1.599 1550 1007 16.0 +20% - ★ 0 15万円控除

1560 1008

1530 1009 17.6 +20% +0% ★ 0 25万円控除

1540 1010 16.0 +20% - ★ 0 15万円控除

車種：普通／小型乗用車 【トヨタ】

エスティマ 15327 DAA-AHR20W 2.362 1950 0161 18.0 +20% +20% ★ 0 45万円控除

 ハイブリッド 1960 0162

1970 0163～0165

1980 0166～0168

1990 0169～0171

2000 0172～0175 17.0 +20% +20%

2010 0176～0177

2020 0178～0180

2030 0181～0182

2040 0183

2050 0184

1970 0185 18.0 +20% +20%

1980 0186

1990 0187～0189

2000 0190～0192 17.0 +20% +20%

2010 0193～0195

2020 0196～0199

2030 0200～0201

2040 0202～0204

2050 0205～0206

2060 0207

2070 0208

1930 0209 18.0 +20% +20%

1940 0210

1950 0211～0213

1960 0214～0216

1970 0217～0219

1980 0220～0222

1990 0223

2000 0224 17.0 +20% +20%

1950 0225 18.0 +20% +20%

1960 0226

1970 0227～0229

1980 0230～0232

1990 0233～0235

2000 0236～0238 17.0 +20% +20%

2010 0239 18.0 +20% +20%

2020 0240

オーリス 17328 DBA-NZE181H 1.496 1220 0005 18.2 +5% - ○ 15,000 5万円控除

1220 0006 19.2 +10% - ○ 15,000 15万円控除

1230 0007 18.2 +5% - ○ 15,000 5万円控除

1230 0008 19.2 +10% - ○ 15,000 15万円控除

18070 DBA-NRE185H 1.196 1300 0001 19.4 +10% - ○ 15,000 15万円控除

1310 0002

(中古車）
控除額

平成27年度
燃費基準

平成32年度
燃費基準

新車新規検査
3年（自家用）

初回継続検査等

2年（自家用）
(新車）

減免率等

〔重量税の特例措置の区分〕
　「★」 ： 新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
　「○」 ： 新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減（75％、50％軽減（1回限り））した税額となります。初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

通称名
型　　　式
指定番号

車両型式
排気量
（㍑）

車両重量
車両総重量

（kg）

類　　　別
区分番号

JC08モード 重量税の特例措置 取得税の特例措置

燃費値

低燃費区分
区
分

重量税
（新車）

減免率等

重量税額(円） 取得税

(中古車）
控除額

平成27年度
燃費基準

平成32年度
燃費基準

新車新規検査
3年（自家用）

初回継続検査等

2年（自家用）
(新車）

減免率等

〔重量税の特例措置の区分〕
　「★」 ： 新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
　「○」 ： 新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減（75％、50％軽減（1回限り））した税額となります。初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

通称名
型　　　式
指定番号

車両型式
排気量
（㍑）

車両重量
車両総重量

（kg）

取得税類　　　別
区分番号

JC08モード 重量税の特例措置 取得税の特例措置

燃費値

低燃費区分
区
分

重量税
（新車）

減免率等

重量税額(円）



車種：軽乗用車 【三菱自動車】

ekスペース 17702 DBA-B11A 0101～0103 26.2 +20% +10% ★ 0 35万円控除

0104 24.0 +10% +0% ○ 5,000 25万円控除

0105 25.6 +20% +0% ★ 0 25万円控除

0106～0107 24.6 +20% +0%

0108 22.6 +10% － ○ 5,000 15万円控除

重量税額(円） 取得税

平成27年度
燃費基準

平成32年度
燃費基準

新車新規検査
3年（自家用）

初回継続検査等

2年（自家用）

〔重量税の特例措置の区分〕
　「★」 ： 新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
　「○」 ： 新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減（75％、50％軽減（1回限り））した税額となります。初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

通称名
型　　　式
指定番号

車両型式
排気量
（㍑）

車両重量
車両総重量

（kg）

類　　　別
区分番号

JC08モード 重量税の特例措置 取得税の特例措置

(新車）
減免率等

(中古車）
控除額

燃費値

低燃費区分
区
分

重量税
（新車）

減免率等



車種：軽貨物車 【トヨタ】

低燃費区分

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 18084 HBD-S321M 0002 16.2 +5% ○ 5,000 5万円控除

0005

新車新規検査
2年（自家用）

初回継続検査等

2年（自家用）
(新車）

減免率等
(中古車）
控除額

〔重量税の特例措置の区分〕
　「★」 ： 新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
　「○」 ： 新車新規登録等時の重量税は本則税率から軽減（75％、50％軽減（1回限り））した税額となります。初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

通称名
型　　　式
指定番号

車両型式
排気量
（㍑）

車両重量
車両総重量

（kg）

類　　　別
区分番号

JC08モード 重量税の特例措置 取得税の特例措置

燃費値
区
分

重量税
（新車）

減免率等

重量税額(円） 取得税

平成27年度
燃費基準


